
　地方公務員法第58条の2及び佐川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年
佐川町条例第23号）の規定に基づき、次のとおり平成25年度における状況について公表します。

第１　職員の任免及び職員数に関する状況

１　任用の状況
（１）　採用者数

平成25年度に新たに採用された職員の状況は次のとおりです。 単位：人

9
1

2 12

（２）　退職者数
平成25年度に退職した職員の状況は次のとおりです。 単位：人

２　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）
区分

部門
2 2 0

37 31 6 機構改革等による業務増
7 8 △ 1 育休職員の配置替えによる減
0 0 0

15 16 △ 1 業務統合縮小
3 3 0
6 5 1 業務増

15 17 △ 2 育休職員の配置替えによる減
6 6 0

〈参考〉

91 88 3

18 19 △ 1 退職者不補充
消防部門

〈参考〉

109 107 2

101 103 △ 2
4 4 0
0 0 0

14 15 △ 1 育休職員の配置替えによる減
119 122 △ 3
228 229 △ 1 〈参考〉

[260] [260] [0]
(注)１ 職員数は一般職に属する職員数です。
　　 ２ [　　　]内は、条例定数の合計です。
     ３農林水産には国土調査が含まれています。

佐川町人事行政の運営等の状況

職区分 採用者数 職区分 採用者数
一般行政職・福祉職 薬剤師・医療技術職

合計

一般行政職 3 1 4

技能労務職 看護・保健職
医師職 合　　計

職区分 定年・その他 勧奨 自己都合

技能労務職 1 1 2

医師職 2 2

薬剤師・医療技術職 1 1

看護・保健職 1 3 4

合計 8 0 5 13

職員数
対前年増減数 主　な　増　減　理　由

平成26年 平成25年

衛 生

計 人口1万人当たり職員数66.3人
(類似団体の人口1万人当たりの職員数83.11人)

教育部門

小計 人口1万人当たり職員数79.4人
(類似団体の人口1万人当たりの職員数103.42人)
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（２）年齢別職員構成の状況（平成27年4月1日現在）
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（３）職員数の推移

（注）　１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

区分 計

職員数

（単位：人・％）

過去５年間の
増減数（率）

一般行政 87 85 85 88 91
4

4.60%

　　　　　　　　年
度
部門別

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

△ 1
△5.26％

消防 0 0 0 0 0
0
0%

教育 19 20 20 19 18

3
1.33%

総合計 225 227 226 229 228

3
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普通会計計 106 105 105 107 109
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1　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

歳出額 実質収支 人件費 人件費率

A B B/A

人 千円 千円 千円 % %

(注) 人件費には特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

A

人

（注） １　職員手当には退職手当を含まない。

　 　　２　職員数は、平成２５年４月１日現在の人数である。

　　　 ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含

        まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

（３）ラスパイレス指数の状況

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

　　　　　ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職

　　　　俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

　　　　均したものである。

　　　３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による

　　　　給与減額措置がないとした場合の値である。

第２　職員の給与の状況

(参考)一人当たり給与
費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B

区分
住民基本台帳人口 （参考）24年度

（平成26年1月1日） の人件費率

25年度
13,734 6,211,416 207,794 881,987 14.2 14.7

区分
職員数 給　　与　　費

549,270 5,182
25年度

千円 千円 千円 千円 千円

106 382,372 38,848 128,050

H23.4.1
90.9 

H23.4.1
94.5 

H23.4.1
95.3 

H24.4.1
91.7 

H24.4.1
94.9 

H24.4.1
95.6 

H25.4.1
88.4 

H25.4.1
94.7 

H25.4.1
95.4

H26.4.1
91.6 

H26.4.1
95.0 

H26.4.1
95.6

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

佐川町 類似団体平均 全国町村平均



　　※　平成２６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、

　　　②３年連続で上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

いずれも非該当

（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域

手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

［既に今回の見直しの趣旨に沿った水準等になっている。］

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施

の場合には、その理由））

（既に今回の見直しの趣旨に沿った水準等になっている理由）

ア　平成18年度から実施してきた給与構造改革以降、給与制度は高知県に準拠することを基本とした国家

　　公務員を下回る水準で改定を行ってきた。

イ　平成26年については、国は俸給表を引き上げ、期末・勤勉手当も0.15月分引き上げたが、本町は、給料

　　表は据え置き、期末・勤勉手当は0.1月分の引き上げという国とは異なる措置を講じている。

ウ　本町では、高知県内における民間給与との均衡が保たれており、職員の年代別の給与水準を県内民間

　 と比較しても、国家公務員のように50歳台後半層の職員の給与水準が民間を上回る状況は生じていない。

エ　本町のラスパイラル指数は、平成25年が88.4（国削減前）、平成26年が91.6と、国家公務員を下回る水準

　　である。

②その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

(５)特記事項
なし

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２６年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

平均給料月額 平均給与月額区分 平均年齢

佐川町 43.7 301,759 338,628 321,150

高知県 43.4 328,731 391,554 349,537

平均給与月額
（国ベース）

国 43.5 335,000 － 408,472

類似団体 41.8 306,845 351,142 330,988



②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

　佐川町

 ※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。

　（平成23～25年の3ヵ年平均）。

 ※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務　内容、雇用形態等の点において完全に一致している

 　ものではない。

 ※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては

　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

 （注）１　「平均給料月額」とは、平成２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。　　　

 　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当な　　　　

 　　　どのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもの

 　　　である。　　　　　　

 　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等　　　　

　　 を除いたもの）で算出している。

（２）職員の初任給の状況（平成26年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成26年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

平均年齢
平均給与月額

A/B
（A） （国比較ベース） の類似職種 （B）

区分
公務員 民間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額 対応する民間

- - -

うち
学校給食員 44.2 7 252,614 260,471 260,471 調理師

47.4 11 270,182 279,418 279,209 -

44.2 244,700 1.06

-

高知県 55.3 58 327,607 354,081 339,905 - - - -

うちその他 51.9 4 300,925 312,575 312,000 - - -

-

類似団体 51.2 6 282,123 298,281 291,334 - - - -

国 50.1 3,119 287,992 - 326,611 - - -

参考
年収ﾍﾞｰｽ（試算値）の比較
公務員 民間

C／D
（C)

うちその他 - - -

145,800 137,200

中学卒 - 132,600 129,200

高校卒

高校卒

大学卒

区分

技能労務職

一般行政職

技能労務職
高校卒 124,700

経験年数20年

　佐川町

高知県 国

一般行政職
大学卒 169,800 177,600 185,800

高校卒 143,700 143,700

区分 佐川町

140,100

（D)

- - -

うち
学校給食員 4,251,214 3,210,500 1.32

区分

中学卒

経験年数30年経験年数25年

-

-

320,950

374,800

-

293,867

-

382,600

経験年数10年

-

-

-

-

-

257,250

291,450

302,625



３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成26年4月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

(注)１　佐川町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　   ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（２）昇給への勤務成績の反映状況

平成２０年６月より勤務評定を実施し昇給判定に活用

5級 10 11.6

区分

320,900

289,500

構成比

課長、室長、事務局長、教育次長

職員数

2級 3 3.5

1級 16 18.6

4級 13 15.1

3級 33 38.4

6級 11 12.8

1号給の
給料月額

244,000

最高号給の
給料月額

424,900

402,800

390,400

356,700

309,500

262,200

223,200

186,100

135,900主事、技師、保健師、保育士

主査

主任、主幹

係長

課長補佐、事務局次長、教育次長補佐、
所長、館長、室長（課内）

標準的な職務内容

1級

18.6%
1級

12.8%
1級

2.2%

2級

3.5% 2級

4.7% 2級

10.9%

3級

38.4%
3級

45.3%
3級

48.9%

4級

15.1%

4級

12.8%

4級

14.1%

5級

11.6%

5級

12.8%

5級

13.0%

6級

12.8%

6級

11.6%

6級

10.9%

0%
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４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円 千円

（25年度支給割合） （25年度支給割合） （25年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分 

月分 月分 月分 月分 月分 月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　5～20％ 　・役職加算　5～20％

　・管理職加算　10～20％ 　・管理職加算　10～25％

(注) 　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）
平成２０年６月より勤務評定を実施し、勤勉手当に反映

（２）退職手当（平成26年4月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

　勤続20年 月分 月分 　勤続20年 月分 月分

　勤続25年 月分 月分 　勤続25年 月分 月分

　勤続35年 月分 月分 　勤続35年 月分 月分

　最高限度額 月分 月分 　最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2%～20%加算) 　定年前早期退職特例措置

1人当たり平均支給額 　　（応募認定退職　　　　2%～45%加算)

(自己都合) (勧奨・定年)

千円 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、平成25年度に退職した職員に支給された平均額である。

（３）地域手当　（平成26年4月1日現在）　なし

（４）特殊勤務手当（平成26年4月1日現在）

支給実績（25年度決算） 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（25年度決算） 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） ％

手当の種類（手当数） 2

1,538

（0.65） （0.65） （0.65）

佐川町 高知県 国

1人当たり平均支給額（25年度） 1人当たり平均支給額（25年度） -

（1.45）（1.375）（1.375）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

佐川町 国

21.62 27.025 21.62 27.025

52.44 52.44 52.44 52.44

－ 21,464

30.82 36.57 30.82 36.57

43.7 52.44 43.7 52.44

死体処理手当

感染症防疫作業
等手当

0

0

0

手当の名称 主な支給対象業務主な支給対象職員
支給実績

(25年度決算)
左記職員に対する支給単価

死体処理作業に従
事する職員

感染症防疫作業職
員、感染症病室勤務
職員

1日当たり290円

1日当たり1,000円左記

左記

0

千円

千円

0

2.55 1.30 2.55 1.30 2.60 1.35

1,179



（５）時間外勤務手当

支給実績（25年度決算） 千円

職員1人当たり平均支給年額（25年度決算） 千円

支給実績（24年度決算） 千円

職員1人当たり平均支給年額（24年度決算） 千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績25年度決算）」と同じ年度の
　　　４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはな
　　　らない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（６）その他の手当（平成26年4月１日現在）

配偶者 13,000円　
配偶者以外の扶養親族 円 円

配偶者がいない場合そのうち1人
11,000円　

満16歳の年度初めから満22歳の年度
末までの子1人につき 5,000円加算　
借家・借間
　月額12,000円を超える家賃を支払っ 円 円
　ている職員

最高支給限度額 27,000円　

交通機関等利用者
最高支給限度額 55,000円　 円 円

　6ヶ月定期券等一括支給を基本
交通用具（自動車等）使用者
　片道 2km～ 5km未満 2,000円　
　　　   5km～10km未満 4,100円　
　以下5km毎に支給額を加算
　最高支給額　60km以上 24,500円　
管理または監督の地位にある職員
　課長職級 24,900円　 円 円
　課長補佐職級 15,900円　

支給実績
(25年度決算)

支給職員1人当たり
平均支給年額
(25年度決算)

扶養手当 同 ―
6,500円

12,178,591 199,649

13,065

108

10,947

92

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

管理職
手当

異
国の同
等職より
低額 6,068,113 242,725

住居手当 同 ―
4,912,600 288,976

通勤手当 同 ― 4,595,760 65,654



５　特別職の報酬等の状況（平成26年4月１日現在）

円 円 ／ 円
（ 円）

円 円 ／ 円
（ 円）

円 円 ／ 円
（ 円）

円 円 ／ 円
（ 円）

円 円 ／ 円
（ 円）

（25年度支給割合）
月分

（25年度支給割合）
月分

（算定方式） （１期の手当額）　 （支給時期）
給料月額×在職年数×500/100 千円 任期毎
給料月額×在職年数×300/100 千円 任期毎
給料月額×在職年数×250/100 千円 任期毎

(注)１ 給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。
  　 ２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期
　　　　（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

６　公営企業職員の状況
（１）病院事業

  　① 職員給与費の状況

  　ア  決算

純損益又は 職員給与費
実質収支

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成26年3月31日現在の人数である。

　　イ　特記事項

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（26年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

区分 給料月額等

給
料

(参考)類似団体における最高／最低額
町長 698,000 855,000 507,500

副町長 584,000 685,000

174,000

議員 189,000 320,000 155,000

404,600

議長 269,000 408,000 218,000

副議長 213,000

期
末
手
当

町長
副町長 2.55
教育長
議長

副議長 2.55
議員

報
酬

340,000

退
職
手
当

町長 13,960
副町長 7,008
教育長 5,470

％　

53.6

24年度の総費用に占
める職員給与費比率

（参考）

　　計　Ｂ

6,078

Ｂ／Ａ

千円

給与費 (参考）市町村平均
一人当たり給与費

千円

6,123

総費用

2,001,593

千円 千円 千円

Ｂ／Ａ
職員給与費比率
総費用に占める

41.8

％　

△ 423,611

区分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

佐川町公営企業
（病院事業）

医師 46.5 522,733 1,380,805

看護師 43.9 288,162 435,476

事務職員 43.5 263,580 405,870

　団体平均 45.0 342,822 509,358

25年度

区分

836,456

Ａ Ｂ

25年度

区分
期末・勤勉手当

一人当たり
給与費

365,777 135,531 124,778

千円 千円 千円

職員手当給　 料

626,086

千円

103

人

職員数

Ａ



 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円 佐川町一般行政職

団体平均

（25年度支給割合） （25年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　5%　～　15％ ・役職加算　　5%　～　15％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成26年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　自己都合　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合　　  　    勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 1人当たり平均支給額　　　　

千円 　佐川町一般行政職 千円

　団体平均 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、25年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

佐川町公営企業（病院事業） 佐川町（一般行政職・団体平均等）

１人当たり平均支給額（25年度） １人当たり平均支給額（25年度）

千円1,456

1,211 千円1,221

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

2.55 1.30 2.55 1.30

(1.375) (0.65) (1.375) (0.65)

30.82 36.57 30.82 36.57
43.7 52.44 43.7 52.44

佐川町公営企業（病院事業） 佐川町（一般行政職・団体平均等）

21.62 27.025 21.62 27.025

52.44 52.44 52.44 52.44

千円 23,219-994 千円 20,831

13,934



ウ　地域手当（平成26年4月1日現在）　　該当なし

エ　特殊勤務手当（平成26年4月1日現在）

千円

　円

　％

種類

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） １　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

       ２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（２５年度決算）」と

　　　　　同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当

　　　　　の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

左記

0 千円 1日当たり290円

184 千円 1日当たり230円

154 千円 1日当たり150円

0 千円 1日当たり500円

53,627 千円
月額152,800円～
　　　　　　763,200円

拘束手当

深夜（午後10時～午前5
時）に病棟及び老健にて
勤務する看護師、准看護
師、助産師、介護職員

感染症防疫作業
等手当

感染症防疫作業職員、感
染症病室勤務職員

放射線取扱手当
放射線業務に従事する職
員（診察放射線技師、診
療Ｘ線技師）

検査業務手当

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 967,722

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 69.9

手当の種類（手当数）

早出手当

8

夜間勤務手当 14,282 千円
1回当たり2,000円～6,700
円＋（時間給×0.25×時
間数）

手当の名称
支給実績

(25年度決算)
左記職員に対する支給単価

死体処理手当 110 千円 1日当たり1,000円
死体処理作業に従事する
職員

主な支給
対象業務

左記

左記

左記

左記

生理学的検査等に従事
する職員（臨床検査技
師、衛生検査技師）

午前5時以前に給食業務
に従事する職員

支給実績（25年度決算） 70,111

主な支給対象職員

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算） 224

支給実績（平成25年度決算） 15,824

支給職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算） 232

支給実績（平成24年度決算） 15,237

1,754 千円
1回当たり
医師2,150円～4,300円
看護師等950円～1,900円

救急外来患者及び入院
患者の病状の急変等に
対処するため待機する職
員

医療業務に従事する医師医師手当

左記

左記

左記



カ　その他の手当（26年4月1日現在）  

扶養手当

配偶者　13,000円
配偶者以外の扶養親族　6,500円
配偶者がいない場合そのうち1人
11,000円
満16歳の年度初めから満22歳の年
度末までの子1人につき　5,000円加
算

同

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

円

住居手当

借家・借間
月額12,000円を超える家賃を支
払っている職員
最高支給限度額　27,000円

同 千円 円

18,981

支給職員１人当た
り平均支給年額
（25年度決算）

11,009

支給実績
（25年度決算）

―

―

一般行政職の制度
と異なる内容

291,1055,531

千円

通勤手当

交通機関等利用者
最高支給限度額　55,000円
6ヶ月定期券等一括支給を基本
交通用具（自動車等）使用者
片道 2km～5km未満　2,000円
5km～10km未満　4,100円
以下5km毎に支給額を加算
最高支給額　60km以上　24,500円

同 千円 円

円

― 6,447 90,802

休日勤務手当

祝日法による休日等及び年末年始
の休日等において、正規の勤務時
間中に勤務した全時間に対して支
給
勤務1時間につき　勤務1時間当た
りの給与額に100分の125から100
分の150までの範囲内で規則で定
める割合を乗じて得た額を支給

同 千円 円

管理職手当

管理または監督の地位にある職員
課長職級　24,900円課長補佐職級
15,900円　院長職級　84,000円　副
院長職級　51,200円　総看護師長
職級　19,700円

異 千円
給料表が異なる
(医療職給料表を適用） 4,757 432,454

―――

円

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間、祝日
法による休日等、および年末年始
の休日等に、本来の勤務に従事し
ないで行う断続的な勤務を命ぜら
れた場合に支給
病院職員のうち医師　20,000円
病院職員のうち医師を除く職員
6,400円

同 千円 円

管理職特別
勤務手当

管理職手当を支給されている職員
が臨時又は緊急の必要その他の公
務の運営の必要により休日等又は
正規の勤務時間外の時間に医療業
務のため勤務した場合に支給
医師以外
1時間以上につき3,000～15,000
医師
1時間以上につき3,400～17,000

異 千円
適用業務が異なる

（一般行政職に医療業
務を追加）

362,666

419,83310,076

2,176



第３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

１　勤務時間（平成26年4月1日現在）
月曜日～金曜日（8：30～17:15／ただし12：00～13：00休憩時間）

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日～1月3日

　※特別の形態によって勤務する必要のある職員については、週休日等の特例を定めています。

２　休暇（平成26年4月1日現在）
　　職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇があります。

（１）年次有給休暇 1暦年20日以内（20日以内の繰越を認める）

（２）病気休暇 公務傷病によるもの　 必要と認められる期間

一般の傷病によるもの 90日以内（結核性疾患の場合は1年以内）

（３）特別休暇

証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所等官公署へ出
頭する場合

必要と認められる期間

骨髄移植のため骨髄液の登録の申出、又は提供する場合 必要と認められる期間

ボランティア活動に参加する場合 ５日以内／１年

勤務日

週休日

休　 日

内容 期間

選挙権その他公民権の行使 必要と認められる期間

職員の妻が出産する場合 ３日以内（妻が出産のため入院する等の
日から出産の日後２週間を経過する日ま
での期間）

職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学
校就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む）を養育す
る職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当で
あると認められるとき

職員の妻の出産予定日の6週間（多胎妊
娠の場合は14週間）前の日から当該出
産の日後8週間を経過する日までの期間
内における5日の範囲内でそのつど必要
と認める日又は時間

看護休暇（小学校就学前の子） 5日の範囲内でそのつど必要と認める日
又は時間

結婚休暇 ７日以内

出産休暇 産前８週間（多胎妊娠の場合は１４週
間）・産後８週間

保育時間（生後１年未満の子） １日２回それぞれ４５分（１日１回の場合
は６０分）以内

夏季休暇 ３日以内／１年（７月～９月の期間）

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失
し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等の
ため勤務しないことが相当であると認められる場合

７日の範囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に
より出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

短期介護休暇（負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわ
たり日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世
話を行う必要があると認められるとき）

5日の範囲内でそのつど必要と認める日
又は時間

忌引 配偶者１０日、父母７日、子５日、祖父
母・兄弟姉妹３日、孫・おじ又はおば１日
等父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事 １日以内

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途
上における身体の危険を回避するため勤務しないことがや
むを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第42条の規定によ
りあらかじめ計画された能率増進計画を実施する場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

生理休暇（女性職員） 必要と認められる期間。（ただし2日を超
えるときは、医師の診断書必要）



（４）介護休暇 介護の対象者
・職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母
・同居の祖父母、孫、兄弟姉妹等

2週間以上の期間にわたり疾病等で、日常生活を営むのに支障があるものの介護
をするため、介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する6月の期間内につ
き承認する。（無給）

（５）組合休暇 職員が任命権者の許可を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けずに登録
された職員団体の業務又は活動に従事する場合において取得できる。1暦年につ
き、30日を超えない範囲で、1日または1時間単位で与えるものとする。（無給）

３　育児休業等

（１）育児休業 職員の３歳に満たない子を養育するため、その子が３歳に達する日まで、育児休業
をすることができる。（無給）

（２）部分休業 職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、１日の勤務時間中
２時間を超えない範囲で部分休業をすることができる。（無給）

第４　職員の分限及び懲戒処分の状況

１　分限処分（平成25年度）

後任 免職 休職 降格 合計

0

6 6

0

0

0

0

妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が
母子保健法（昭和40年法律第141号）第10条及び同法第13
条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満
24週から満35週までは2週間に1回、妊
娠満36週から出産までは1週間に1回、
産後1年まではその間に1回（医師等の特
別の指示があった場合には、いずれの
期間についてもその指示された回数）に
ついて、それぞれ1日の正規の勤務時間
の範囲内で必要と認める期間

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程
度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる
場合

正規の勤務時間等の始め又は終わりに
おいて、1日を通じて1時間を超えない範
囲内でそれぞれ必要とされる時間

その他任命権者が特に必要と認めた場合 任命権者が必要と認める期間

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

単位：人

処　　　分　　　事　　　由

成績が良くない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合



２　懲戒処分（平成25年度）

戒告 減給 停職 免職 合計

0

0

0

第５　職員の服務の状況

１　年次有給休暇（平成25年1月1日～平成25年12月31日）

日

(注)１ 町長部局に属する非現業職の一般職であり、全期間を在職した職員を対象とする。
　　　（当該期間中の育児休業者、休職の事由がある職員、中途採用者及び退職者を除く）

２　介護休暇の取得状況（平成25年度）

取得者なし

３　育児休業の取得状況（平成25年度）

1年～ 1年3月～ 1年6月～
1年3月 1年6月 2年

1 1

４　部分休業の取得状況（平成25年度）

1年～ 1年3月～ 1年6月～
1年3月 1年6月 2年

５　職務専念義務免除

　職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力の
全てをその職務遂行のために用いなければなりません（地方公務員法第35条）。
　ただし、条例に定める事由に該当する場合は、あらかじめ承認を得ることで、職務に専念する義務を
免除されることがあります。

（条例に定める理由）
　（1）研修を受ける場合
　（2）厚生に関する計画の実施に参加する場合
　（3）もっぱら職員団体の業務に従事する場合
　（4）前3号に規定する場合を除くほか町長が定める場合

単位：人

処　　　分　　　事　　　由

法令に違反した場合

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

2年超
6月 1年

男性職員

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

平均取得日数 11.7

区　分
育児休
業取得
者数

育児休業承認期間

3月以下
3月～ 6月～

女性職員 3 1

区　分
部分休
業取得
者数

部分休業承認期間

3月以下
3月～ 6月～

2年超
6月 1年

男性職員

60分 90分

男性職員

女性職員

区　分
部分休
業取得
者数

1日の部分休業取得時間

30分以下
30分～

女性職員

60分～
90分～



第６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

１　研修の状況（平成25年度）

コース数 受講者数

24 72

2 2

2 77

２　勤務成績の評定

平成20年6月より勤務評定を実施

第７　職員の福祉及び利益の保護の状況

１　福利厚生

　職員の福利厚生制度には、法律により義務付けられた共済制度、労働安全衛生、公務災害
補償などの法定福利厚生制度と、使用者が人事行政上の必要から実施する互助会制度などの
法定外福利厚生制度の2つがあります。
　佐川町では、高知県市町村職員共済組合及び（財）高知県市町村職員互助会に加入し、福利
厚生の充実を図っています。
　主な福利厚生制度の内容は次のとおりです。

法に基づく高知県市町村職員共済組合に加入

【主な共済制度】

　　健康保険・休業・災害等給付

　　年金等給付

　　保養施設利用助成

　　住宅・入学等貸付

1年に1回職員に対して定期健診を実施

　人間ドック、職場での健康診断

地方公務員災害補償基金及び法に基づき補償

（財）高知県市町村職員互助会に加入

【主な共済制度】

　　医療費・出産・結婚・災害等給付

　　体育・文化・教養事業への助成

２　勤務条件に関する措置の要求の状況

平成25年度 0 件

３　不利益処分に関する不服申立ての状況

平成25年度 0 件

区　分 研　修　内　容

法
定
外
福
利

互助制度

項　目 主な内容

法
定
福
利

共済制度

健康診断

公務災害補償

一般研修 資質向上のための階層別研修

派遣研修 研修機関等による専門分野の研修
そ の 他 自主企画研修、職場研修


